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第３回 熊本県議会厚生常任委員会会議記録（平成23年10月４日) 

 

第 ３ 回   熊本県議会    厚生常任委員会会議記録 

 

平成23年10月４日(火曜日) 

            午前10時２分開議 

            午後０時13分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成23年度熊本県一般会計補

正予算（第４号） 

 議案第６号 熊本県障害者施策推進協議会

条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 議案第７号 水質汚濁防止法第３条第３項

の規定に基づき排水基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 

 議案第32号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

 報告第８号 財団法人熊本さわやか長寿財

団の経営状況を説明する書類の提出に

ついて 

 請第２号 350万人のウィルス性肝炎患者

の救済について国への意見書提出を求

める請願 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

 報告事項 

  ①地方分権改革に伴う児童福祉施設最

低基準等に係る条例の制定について 

  ②熊本県新型インフルエンザ対策行動計

画の改定（案）について 

  ③熊本県次世代育成支援行動計画（後期

計画）における平成22年度の実施状況

について 

  ④熊本県立清水が丘学園における学校教

育導入について 

  ⑤ねんりんピック2011（ふれ愛）熊本の

開催について 

  ⑥財団法人水俣・芦北地域振興財団の

事業報告について 

  ⑦水俣病対策の状況等について 

  ⑧熊本県地下水保全条例の改正に係る検

討状況について 

  ⑨平成22年度大気・化学物質・騒音等環

境調査結果について 

  ⑩平成22年度水質調査結果について 

  ⑪公共関与による管理型最終処分場の整

備について 

――――――――――――――― 

出席委員（８人） 

                委 員 長 溝 口 幸 治 

        副委員長 上 田 泰 弘 

                委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 岩 下 栄 一 

委  員 平 野 みどり 

委  員 藤 川 隆 夫 

委  員 早 田 順 一 

委  員 九 谷 高 弘 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 健康福祉部 

         部 長 林 田 直 志 

      総括審議員兼 

       政策審議監 松 葉 成 正 

         医 監 岩 谷 典 学 

      長寿社会局長 江 口   満 

 子ども・障がい福祉局長 東   泰 治 

        健康局長 伊 藤 敏 明 

 ねんりんピック推進局長 古 森 誠 也 

    健康福祉政策課長 吉 田 勝 也 

      首席審議員兼 

    健康危機管理課長 末  正 男 

     高齢者支援課長 永 井 正 幸 
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      認知症対策・ 

    地域ケア推進課長 大 村 裕 司 

      社会福祉課長 田 端 史 郎 

     子ども未来課長 中 園 三千代 

   子ども家庭福祉課長 福 島 誠 治 

    障がい者支援課長 西 岡 由 典 

      医療政策課長 三 角 浩 一 

         政策監 藤 中 高 子 

  国保・高齢者医療課長 林 田 浩 稔 

   健康づくり推進課長 佐 藤 克 之 

      薬務衛生課長 内 田 英 男 

 ねんりんピック推進課長 小 原 雅 晶 

 環境生活部                          

         部 長 谷 﨑 淳 一 

      政策審議監兼 

      環境政策課長 内 田 安 弘 

        環境局長 山 本   理 

      県民生活局長 田 中 彰 治 

     水俣病保健課長 田 中 義 人 

     水俣病審査課長 高 山 寿一郎 

    環境立県推進課長 田 代 裕 信 

      環境保全課長 清 田 明 伸 

      自然保護課長 小 宮   康 

     廃棄物対策課長 加 久 伸 治 

    公共関与推進課長 中 島 克 彦 

  くらしの安全推進課長 松 山 昌 紹 

      消費生活課長 杉 山 哲 恵 

      首席審議員兼 

 男女参画・協働推進課長 中 園 幹 也 

    人権同和政策課長 清 原 一 彦 

 病院局 

     病院事業管理者 横 田   堅 

      総務経営課長 田 原 牧 人 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 濱 田 浩 史 

     政務調査課課長補佐 森 田   学 

――――――――――――――― 

  午前10時２分開議 

○溝口幸治委員長 それでは、ただいまから

第３回厚生常任委員会を開会いたします。 

 本日は、１名の傍聴の申し出がありました

ので、これを認めることにいたしました。 

 本委員会に付託された議案等を議題とし、

これについて審査を行います。 

 まず、議案等について、執行部の説明を求

めた後に質疑を受けたいと思います。 

 それでは、林田健康福祉部長から総括説明

を行い、続いて、担当課長から順次説明をお

願いいたします。 

 

○林田健康福祉部長 おはようございます。 

 健康福祉部関係の議案の概要につきまして

御説明申し上げます。 

 今回提案しております議案は、予算関係１

議案、条例関係等２議案、報告１議案の合計

４議案でございます。 

 まず、第１号議案の平成23年度熊本県一般

会計補正予算でございますが、総額28億1,00

0万円余を増額する補正予算をお願いいたし

ております。 

 その主な内容についてでございますが、東

日本大震災につきましては、被災者支援金の

支給等に対応するための被災者生活再建支援

基金への拠出や食品等を対象とした放射性物

質検査のための機器の整備、被災地の社会福

祉協議会の活動支援のために、職員を派遣し

た県内社会福祉協議会に対する助成に要する

予算を計上いたしております。 

 高齢者への支援につきましては、介護基盤

緊急整備等臨時特例基金を活用して、市町村

の地域ケア体制づくりや認知症対策のフォー

ラム開催に要する予算を計上しております。 

 また、地域医療再生基金を活用して、訪問

看護を推進するための予算を計上しておりま

す。 

 社会福祉の充実につきましては、戦没者の

遺族に支給される遺族年金等の裁定事務に必

要な死亡診断書等を法務局等が保管している

各種届出書の中から抽出、製本する作業に要
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する予算を計上しております。 

 障害者への支援につきましては、障害者自

立支援対策臨時特例基金を活用して、新体系

サービスの基盤整備を推進する予算を計上し

ております。 

 地域医療体制の整備につきましては、地域

医療再生臨時特例交付金の追加交付により、

地域医療再生基金に交付金を積み増す予算を

計上しております。 

 このほか、国庫補助事業の廃止等に伴う減

額や財源更正についても計上いたしておりま

す。 

 これらによりまして、特別会計を含めた健

康福祉部の平成23年度の予算総額は1,421億

円余となります。 

 次に、第６号議案の熊本県障害者施策推進

協議会条例の一部を改正する条例の制定につ

いてでございますが、障害者基本法の一部改

正に伴い、関係規定の整理を行うものです。 

 次に、第32号議案の専決処分の報告及び承

認についてでございますが、熊本県こども総

合療育センター敷地内で発生した車両破損事

故に関し、地方自治法第179条第１項の規定

により、車の所有者と県との間で和解するこ

とについて専決処分した事件を御報告し、御

承認を求めるものです。 

 次に、報告第８号の財団法人熊本さわやか

長寿財団の経営状況を説明する書類の提出に

ついてでございますが、県が基本財産の一部

を出捐している熊本さわやか長寿財団の経営

状況について御報告するものです。 

 このほか、地方分権改革に伴う児童福祉施

設最低基準等に係る条例の制定についてなど

５件について御報告させていただくこととし

ております。 

 なお、10月15日から18日までの４日間にわ

たり、ねんりんピック2011
ふ れ 愛

熊本を本県で開催

します。本大会では、全国から約１万人の選

手、役員が参加するスポーツや文化の交流大

会や、健康づくり、生きがいづくりに関連し

たイベントなどを幅広く開催し、地域や世代

を超えた交流を深めることとしております。 

 県民挙げてのおもてなしと熊本の多彩な魅

力を全国に発信するとともに、大会で活躍さ

れる高齢者の皆様の姿を通して、東日本大震

災の被災地を初め全国に、熊本から元気を届

けたいと考えております。 

 以上が今回提案しております議案等の概要

でございます。詳細につきましては、関係各

課長が説明いたしますので、よろしく御審議

のほどお願い申し上げます。 

 

○吉田健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。失礼して着座のまま説明させて

いただきます。 

 お手元の委員会説明資料の２ページをお願

いいたします。 

 平成23年度９月補正予算について御説明申

し上げます。 

 ２ページの説明欄、上段でございますが、

新規事業の被災者生活再建支援基金拠出金に

ついてでございます。この事業は、被災者生

活再建支援法の規定に基づきまして、東日本

大震災に関する被災者生活再建支援金の支給

等に対応するため、全国知事会の申し合わせ

の内容に沿って、全都道府県で設置し、財団

法人都道府県会館に運営をお願いしておりま

す支援基金に拠出を行うためのものでござい

ます。これに要する経費としまして13億692

万7,000円をお願いしております。 

 この制度は、平成11年に創設されたもので

ございまして、全都道府県が拠出した基金と

国の補助金を原資としております。自然災害

の場合に、被災者に、支援金を最大で１世帯

当たり300万円を支給する制度になっており

ます。 

 東日本大震災発生前の時点での基金残高は

538億円となっておりました。今回は大震災

の支援金の支出を全体額4,400億円と想定さ

れ、これを国が８割、都道府県が２割負担す
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ることとなりました。 

 これにかかります本県の追加負担分が約５

億円となっておりまして、さらに、今回の支

出で基金残高が底をつくための補充積立分に

対応する本県負担分として約８億円、合計で

約13億円となっております。 

 なお、大震災分につきましては、その財源

は特別交付税で100％措置されることとなっ

ております。 

 健康福祉政策課は以上です。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○末廣健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 説明資料３ページをお願いいたします。 

 食品衛生指導費において、730万円余の増

額をお願いいたしております。これは、放射

性セシウムに汚染された稲わらを給与された

可能性のある牛の肉が流通、販売された事例

が県内でも発生いたしましたが、そのような

放射性物質による汚染食品の県内流通に関す

る情報等を得た場合に速やかに検査を行うた

めの機器を、消費者行政活性化基金を活用し

て、新たに整備し、食品の安全と県民の安心

の確保を図るものでございます。 

 以上、御審議の方よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

○永井高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 説明資料の15ページをお願いいたします。 

 報告第８号財団法人熊本さわやか長寿財団

の経営状況を説明する書類の提出についてで

ございます。 

 説明につきましては、別冊資料、経営状況

を説明する資料で説明をさせていただきま

す。 

 財団法人熊本さわやか長寿財団は、平成３

年の設立以降、県内における高齢者の生きが

い、健康づくりの推進母体として積極的に活

動しております。高齢化がさらに進展してい

く中、健康長寿づくりの重要性はますます高

まってきており、生きがいと健康づくりを初

め、さまざまな事業に取り組んでおります。 

 それでは、２ページをお開きいただきたい

と思います。 

 平成22年度の事業の概要につきましては、

１から６まで記載をいたしておりますが、各

事業の詳細につきまして、３ページ以降で、

その主なものについて御説明をいたします。 

 ３ページをお願いいたします。 

 ２の(1)熊本さわやか大学校の開講でござ

います。これは、高齢者の生きがい再発見、

仲間づくり、社会参加を図るとともに、高齢

社会のリーダーづくりを目的として開講いた

しております。 

 平成22年度は、熊本校と八代校合わせまし

て、168名の方が卒業されておりますが、平

成４年度以降、累計では、3,292名の方が卒

業されております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 (2)高齢者スポーツ・文化の集いでござい

ます。これは、ねんりんピックへの県派遣選

手の選考会も兼ねて、スポーツ、文化の交流

大会を開催しているものでございます。県内

各地から3,000名を超える高齢者の方々に参

加をいただいており、高齢者の生きがい、健

康づくりの推進と相互親睦を深めていただい

ております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 ３の(1)熊本さわやか知恵袋システムの運

営でございます。高齢者の知識や経験を地域

社会に還元することを通して高齢者の生きが

いづくりを促進するために、熊本さわやか知

恵袋活用システムを運営いたしております。 

 具体的には、地域における各種イベントへ

の参加や、公民館、老人福祉施設等への慰問

等で活躍をいただいており、延べ3,470回の

活動を行い、高齢者の方の生きがいづくりに

つながっております。 
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 ６ページをお願いいたします。 

 ５の(1)でございます。 

 高齢者及びその家族の抱えますさまざまな

問題や悩みごとについて相談に応じるため、

高齢者総合相談センターを運営いたしており

ます。高齢者の生活相談等につきまして、年

間3,300件を超える相談を受けているところ

でございます。 

 (2)の高齢者無料職業紹介所の運営でござ

います。 

 高齢者の就労機会の拡大を図るために、県

総合福祉センター内にあります熊本相談所と

県内の各地域振興局に専門の相談員を配置

し、職業紹介とともに、職場開拓等も行い、

きめ細かい支援を行っております。 

 なお、平成22年度は、過去最高となります

654名の高齢者の方の就職に結びついており

ます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ６の介護実習・普及センター運営事業でご

ざいますが、県民の皆さんへの介護知識、技

術等を習得していただくための講座を開講し

ているものでございまして、昨年度は、1,81

4名の方に受講をいただいております。 

 続きまして、８ページに平成22年度の決算

を掲げております。 

 まず、表の上段の科目の欄、２行目に事業

活動収入がございます。ごらんをいただけれ

ばと思います。①から⑦に掲げているものが

収入になります。その決算額は、表の中央の

欄に記載していますが、合計で9,519万8,284

円でございます。表の下段の事業活動支出で

ございますが、①と②に掲げているものが支

出になります。下から６段目の事業活動支出

計が9,438万93円でございます。 

 平成22年度も、さわやか長寿財団の各種事

業内容の見直しにより、県から財団に対しま

す補助金及び委託料を削減いたしましたが、

事業活動収支差額は、決算額の欄の下から５

行目に記載のとおり、81万8,191円となりま

して、黒字となりました。 

 一番下の欄に次期繰越収支差額を掲げてお

ります。決算額の欄のとおり、1,742万7,235

円を22年度から23年度に繰り越しておりま

す。 

 次に、12ページ以降に本年度の事業計画を

掲げております。 

 本年度も、おおむね昨年度と同様の事業を

実施予定でございます。 

 最後に、16ページに本年度の予算を掲げて

おります。 

 財政再建戦略に基づきます各種事業予算の

見直しにより、県からの補助金収入等を減じ

たことから、増減欄の表、中ほどに記載のと

おり、事業活動収入は、前年度に比べて1,42

1万4,000円の減となっております。 

 予算の執行に当たりましては、より一層効

率的、効果的な執行に心がけ、適切な財団運

営が行われますよう努めてまいりたいと考え

ております。 

 説明は以上でございます。御審議をよろし

くお願いいたします。 

 

○大村認知症対策・地域ケア推進課長 認知

症対策・地域ケア推進課でございます。 

 説明資料の４ページをお願いいたします。 

 老人福祉費でございます。右側の説明欄

で、１の高齢者福祉対策費の(1)市町村認知

症施策総合推進事業につきましては、1,950

万円の全額の減額補正をお願いしておりま

す。減額の理由でございますが、認知症の方

やその家族を地域で支える体制づくり等につ

いて本年度、県内全体で14の市町村から助成

の要望があっており、この事業及び別途国が

全額補助をします別の事業、この２つの事業

でこれらの取り組みを支援することとしてお

りました。結果的に、別途行われます全額国

庫補助事業の方で、この14の市町村の要望す

べてが採択されることとなりましたので、こ

れを受けまして、本事業につきましては全額
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の減額補正をお願いするものでございます。 

 (2)の市町村地域包括ケアシステム構築支

援事業は、高齢者が住みなれた地域で暮らせ

るよう、安否の確認や配食のサービスなど、

日常的な支え合い体制づくりを進める市町村

に対する補助でございます。今回、市町村か

ら追加の要望があったことから、増額の補正

をお願いするものでございます。 

 (3)の新規事業の認知症フォーラム開催事

業は、本県の認知症対策の取り組みやその成

果を広く県民等に周知しますとともに、全国

から実践者を招いて講演等を行い、本県の認

知症対策をさらに充実させるためのフォーラ

ム開催に要する経費でございます。 

 実は、昨年度末に同趣旨のフォーラムを計

画しておりましたが、東日本大震災のために

延期を余儀なくされておりましたところ、こ

のたび開催の見通しが立ちましたことから、

今回補正をお願いするものでございます。 

 以上の事業につきましては、国から地域支

え合い体制づくり推進のために交付されまし

た交付金、介護基盤緊急整備等臨時特例交付

金からの繰入金により執行するものでござい

ます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 (4)新規事業の訪問看護推進人材育成事業

は、訪問看護を推進するために、医療機関の

看護職員や訪問看護ステーションの管理者等

のスキルアップなど、人材育成を行います大

学等への補助に要する経費について補正をお

願いするものでございます。 

 本事業につきましては、後ほど医療政策課

から説明があるかと思いますが、今年度、国

から追加交付予定の地域医療再生臨時特例交

付金を地域医療再生基金に積み増しし、この

基金からの繰入金により執行するものでござ

います。 

 認知症対策・地域ケア推進課は以上です。

よろしくお願いいたします。 

 

○田端社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 説明資料の６ページをお願いいたします。 

 まず、社会福祉総務費につきまして、746

万5,000円の増額補正をお願いいたしており

ます。これは、３月に発生いたしました東日

本大震災に伴い、被災地の社会福祉協議会で

行っております生活福祉資金貸付業務及び災

害救援ボランティアセンターを支援するため

に熊本県社会福祉協議会及び市町村社会福祉

協議会が、４月から８月にかけまして職員を

派遣いたしております。その派遣に要した費

用を助成するものでございます。 

 次に、遺家族等援護費につきまして、88万

5,000円の増額補正をお願いいたしておりま

す。これは、戦没者や戦傷病者の遺族に対し

まして支給しております特別弔慰金や遺族年

金等の裁定に当たりまして、法務局等に保管

をしてあります死亡届、これには死亡診断書

が添付されておりますが、これによりまして

死亡原因の確認を行っております。この死亡

届は、戸籍法では保存年限が27年となってお

りますが、保存年限が過ぎましても裁定事務

に必要なため、厚生労働省からの依頼により

まして、引き続き法務局に保管をされており

ます。しかしながら、保管能力が限界に来て

いることから、関係簿冊から死亡届のみを抜

き出し、新たに製本し直して保管するもの

で、その作業に要する人件費等の経費を計上

いたしております。 

 社会福祉課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○中園子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 ７ページをお願いいたします。 

 右側の説明欄にあります児童健全育成費に

つきまして、51万5,000円の増額補正をお願

いしております。 

 (1)のみんなで子育て推進事業は、国庫補
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助内示に伴う財源更正でございます。 

 (2)の放課後児童クラブ夏期電力対策特別

事業でございますが、夏場の節電対策としま

して、自動車関連を中心に、７月から９月に

かけ、土日操業に変更された企業がございま

す。それに伴い必要となりました土日の放課

後児童クラブの運営経費を助成するものでご

ざいます。要望がありましたのは、八代市、

菊池市、合志市の３市で、負担割合は、安心

こども基金から２分の１、県と市がそれぞれ

４分の１ずつとなっております。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○西岡障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 ８ページをお願い申し上げます。 

 初めに、障害者福祉費でございます。3,40

9万3,000円の減額補正をお願いしております

内容は、右説明欄で御説明いたします。説明

の順番が前後いたしますが、まず、２の障が

い者福祉施設整備費から御説明いたします。 

 障がい者就労訓練設備等整備費は国庫補助

でございますが、国の方針によりまして、上

記１の自立支援基金事業への組みかえが実施

され、事業が廃止となりましたために、予算

全額を減額するものでございます。 

 次に、上段１の障がい者福祉諸費でござい

ますが、障害者自立支援法移行促進事業の中

の障害者自立支援基盤整備事業について、さ

きに御説明いたしました２からの組み替え分

と本来の基盤整備事業の所要見込み額を再調

整いたしまして、予算が不足となりますため

に、増額補正をお願いするものでございま

す。なお、今回の補正は、平成22年度基金事

業の執行残を財源といたしております。 

 続きまして、児童福祉施設費でございま

す。100万円の増額補正をお願いしておりま

す。 

 内容は、当課では新規事業となります地域

支え合い体制づくり事業でございます。この

事業は、介護基盤緊急整備等臨時特例基金を

活用しまして、高齢者や障害者等を支える地

域活動の拠点となる施設等の整備に必要な初

年度の経費を助成するもので、本件は、上天

草市が、公立保育所跡地を活用し、療育拠点

施設の整備を図るものでございます。 

 以上、障がい者支援課の補正予算は、合計

3,309万3,000円の減額となりまして、補正後

の課の予算総額は212億3,851万7,000円とな

ります。 

 続きまして、11ページをお願いいたしま

す。 

 議案第６号熊本県障害者施策推進協議会条

例の一部を改正する条例の制定についてでご

ざいます。 

 12ページの概要で御説明いたします。 

 条例改正の趣旨にございますとおり、８月

の障害者基本法の一部改正によりまして、本

条例の第１条で引用しております同法の24条

が34条の条項となりましたために、条例改正

を行うものでございます。 

 続きまして、13ページをお願いいたしま

す。 

 議案第32号専決処分の報告及び承認につい

てでございます。 

 こども総合療育センターにおいて発生いた

しました車両破損事故について和解が成立い

たしましたので、御報告いたします。 

 詳細は14ページをごらんいただきたいと思

います。 

 ５の事故の状況にありますとおり、本件

は、本年５月16日に、職員が除草作業中に使

用していた草刈り機が小石をはねまして、駐

車場に駐車中の車両のバックドアガラスの破

損をしたもので――失礼しました。条例の方

ですけれども、24条が34条の条項となったと

申しましたけれども、26条が34条になったと

いうことで、訂正させていただきます。 

 済みません、14ページをお願いしたいと思

 - 7 -



第３回 熊本県議会厚生常任委員会会議記録（平成23年10月４日) 

います、引き続き。 

 ５の事故の状況でございますけれども、草

刈り機が小石をはねまして、駐車場に駐車中

の車両のバックドアのガラスを破損したもの

で、県の瑕疵が認められるために、修理費７

万7,910円を全額支払うことで、先般相手方

と示談が成立しましたので、御報告申し上げ

ます。 

 今後、作業に当たりましては、再発防止の

ため、防じんネット等を設置するなど、安全

確保に万全を期してまいります。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたしま

す。 

 

○三角医療政策課長 医療政策課でございま

す。 

 説明資料の９ページにお戻り願います。 

 公衆衛生総務費で15億円の増額補正をお願

いしております。 

 内容につきましては、説明欄に記載してお

りますとおり、地域医療再生基金の積立金で

ございます。これにつきましては、６月の厚

生常任委員会において、地域医療再生基金拡

充分といたしまして、計画の概要等について

御報告させていただきましたが、平成22年度

の国の補正予算で拡充されました地域医療再

生臨時特例交付金を、平成21年度に設置いた

しました地域医療再生基金へ積み増しを行う

ものでございます。 

 国から示されました基準額であります15億

円について補正をお願いしております。 

 県計画拡充分につきましては、県全域、い

わゆる30医療圏を対象とし、主な事業といた

しまして、災害時における医療体制の整備、

体系化された救急医療体制の整備等、ハー

ド、ソフト両面にわたり各種施策を展開して

いくこととしております。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○佐藤健康づくり推進課長 健康づくり推進

課でございます。 

 資料の10ページをお願いいたします。 

 公衆衛生総務費について、説明欄にありま

す１の健康づくり推進費、健康増進計画推進

事業の中で国庫委託事業である歯科疾患の実

態調査に要する経費ですが、国の内示増に伴

って、12万8,000円を増額要求しておりま

す。 

 御審議よろしくお願いいたします。 

 

○溝口幸治委員長 次に、谷﨑環境生活部長

から総括説明を行い、続いて、担当課長から

順次説明をお願いいたします。 

 

○谷﨑環境生活部長 環境生活部関係の議案

の概要につきまして御説明を申し上げます。

 今回提出しております議案は、条例関係１

議案でございます。 

 第７号議案の水質汚濁防止法第３条第３項

の規定に基づき排水基準を定める条例の一部

を改正する条例の制定についてでございます

が、有明海及び八代海を再生するための特別

措置に関する法律が一部改正されたことに伴

いまして、関係規定を整理するものでござい

ます。 

 このほか、財団法人水俣・芦北地域振興財

団の事業報告など、６件について御報告をさ

せていただくこととしております。 

 以上が今回提出しております議案等の概要

でございますが、詳細につきましては、関係

課長が御説明いたしますので、よろしく御審

議のほどをお願い申し上げます。 

 

○清田環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 説明資料の16ページと17ページをごらんい

ただきたいと思います。 

 ただいま部長が申し上げましたように、水

質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づきま

す排水基準を定める条例の一部を改正する条
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例の制定でございます。 

 下から４行目に提案理由が書いてございま

すが、御案内のように、有明海及び八代海を

再生するための特別措置に関する法律の一部

改正に伴いまして、いわゆる牛深町周辺海域

と橘湾が追加されたことによりまして、この

下からまた８行目に戻っていただいて大変恐

縮なんですが、別表第１中、「有明海及び八

代海」云々となっておりますが、このところ

に「等」を入れるということで、文言の整理

をするということでございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○溝口幸治委員長 以上で執行部の説明が終

了いたしましたので、議案等について質疑を

受けたいと思います。 

 どなたか質疑ありませんか。 

 

○岩下栄一委員 食品安全確保対策ですけれ

ども、セシウムとかいろんな放射性物質が体

に入ってまいりますと、いわゆる体内被爆と

いうことで健康に非常に甚大な影響を与える

と。そこで、この確保対策ですけれども、こ

れは保環研ですか、このあれは。 

 

○末廣健康危機管理課長 整備する機器は２

種類考えております。１種類は、今御指摘あ

りました保環研に食品用のモニター、正式に

はシンチレーションスペクトロメーターと申

しますが、400万円台の機器、簡易検査を行

う機器でございますが、それを１台整備する

とともに、４台のサーベイメーター、いわゆ

るガイガーカウンターと俗称で言いますが、

そのものを、携帯用の機器を４台、３つの保

健所と本庁に配備するという計画でございま

す。 

 

○岩下栄一委員 ああ、そうですか。文部科

学省の委託でモニタリングポスト５カ所とい

うことですけれども、こういうところでもや

っぱり食品の検査もするんですか。これは空

気とか水だけ。 

 

○清田環境保全課長 環境保全課の清田でご

ざいます。 

 岩下先生今お尋ねのモニタリングポストが

増設されるというのは、この前、新聞に載っ

たことでのお尋ねじゃないかなというふうに

思っております。 

 モニタリングポストについては、放射線量

を計測するものでございまして、食品中の検

査をするものではございません。増設につき

ましては、これはまだ文部科学省と協議中で

ございまして、今後協議を重ねて、大体各県

３基配備されて、原発隣接県については２基

増設ということで、今５基増設ということで

協議中でございます。いずれまた12月議会で

御報告できるものと思っております。 

 よろしくお願いします。 

 

○岩下栄一委員 それで、これは持ち込める

んですか。要するに、食品をいろんな団体と

か個人が。 

 

○末廣健康危機管理課長 現在、東北、関東

１都16県では、放射性物質に係ります計画検

査が実施されておりまして、出荷制限等の措

置がとられておりますので、流通防止に今努

められておるところでございますけれども、

その検査の網をすり抜けて流通する可能性と

いうのも間々否定できないところでございま

す。その中で、そういった流通情報を得た場

合に、速やかな検査体制を確保するための機

器の整備でございます。したがいまして、個

人依頼を受けて検査するということは想定い

たしておりません。 

 

○岩下栄一委員 それはそうでしょうね。 

 

○末廣健康危機管理課長 ただ、民間事業者
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から入手した情報が、特定の食品等への放射

性物質汚染の蓋然性が高いと判断される場合

には、県として当該食品等を含む県内流通食

品の集荷検査を積極的にやってまいりたいと

考えております。 

 

○岩下栄一委員 ありがとうございました。 

 今後の課題ですけれども、やっぱり日常的

に検査をするというのが今後大事になってく

ると思うんですよ。福島の放射能だけでなく

て、今運転を停止しているけれども、九州内

の原発、あるいは韓国とか北朝鮮の原発の事

故がもしあって、九州ですから、いろんなと

ころから放射能がやってくるということを、

杞憂かもしれないけれども、あり得ることで

しょう。そうしたとき、日常的に食品の放射

能検査するという体制を今後やっぱり築いて

いく必要があると思うんですよね。そういう

ことでよろしくお願いいたします。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○西岡勝成委員 その検査体制ですけれど

も、私、心配しているのは、動植物の場合、

いろいろ検査されてますね、要するにそうい

う放射性物質の。魚の場合が余り今話題にな

っていませんけれども、魚の食物連鎖に基づ

いてだんだん蓄積される可能性とか、魚、泳

ぎますからね、潮流に乗って。泳ぐときに、

仮にそういうものが九州あたりに下ってくる

とか、そういうのは考えられるんですか。 

 

○末廣健康危機管理課長 福島原発事故によ

ります放射性物質の拡散については、その後

のデータ、研究結果等が公表されてて、陸上

よりも海域の方に多く飛散したという報告が

ございます。 

 海中に沈殿したものが徐々に下に沈んでい

きまして、今御心配の海底、底物、あるいは

回遊する魚等に影響を与えるんじゃないかと

いう指摘や研究はあっているようでございま

す。ただ、まだ研究過程で、どれだけのもの

がというのは正確にはやっておりませんが、

ただ、検査対象の中には魚類も入っておりま

して、水揚げする県の検査体制の中でサンプ

リング検査が実施されているところでござい

ます。 

 

○西岡勝成委員 私も、きょう朝からサンマ

を食べてきたんですけれども、サンマ食べな

がら、ちょっとあっと思ったりもするんです

けれども、要するに、今のところは、そうい

う魚に関していろいろ放射性物質が出たとい

う話はないんですか。 

 

○末廣健康危機管理課長 事故から間がない

うちに、魚類の方から、小さい魚、雑魚みた

いな魚ですが、そういったものから規制値を

超えるものが検出されたということで、漁獲

の自粛、あるいは流通制限等があった時期が

ございました。 

 

○西岡勝成委員 わかりました。 

 

○溝口幸治委員長 いいですか。 

 ほかにございませんか。 

 

○平野みどり委員 障がい者支援課の方でお

願いします。 

 ことしが障害者自立支援法移行の最終年と

いうことで、平成24年度から新法移行という

ことになりますけれども、基盤整備というこ

とで進捗の状況はどうなのかということ、そ

れと、Ｂ型になかなか入れないということ

で、設置の制限がかなりされているというよ

うな話を利用者の保護者の方たちから伺うん

ですけれども、そこら辺の行き場のない状況

ができてしまっては困るので、そこら辺はど

ういうふうに認識して対策をとっていかれる

つもりなのかをお伺いします。 
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○西岡障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 基盤整備につきましては、基本的には基金

によって移行支援という形で行っております

現時点では、基金のメニューはございますけ

れども、一メニューについて一施設、必ず手

を挙げていただいているような状況で、基本

的には、基盤整備を希望する事業所について

は、基金でその基盤整備について助成してい

るかというふうに認識しております。 

 ただ、希望の方は、２回目の希望もござい

まして、その辺については、なかなか今の現

計予算では対応できていないといった状況に

ございます。 

 それから、Ｂ型の就労継続事業所につきま

しては、障害福祉計画で利用ニーズと提供事

業所の支給量について、バランスをとりなが

ら進めていくという形になっております。 

 そういうことから見ますと、地域的にはま

だ、今の第２期の障害福祉計画において、満

たっているところと満たってないところと、

それぞれ福祉圏域でございます。 

 そういう意味では、仮に障害福祉計画の中

で今地域の計画量を充足しているということ

になっておれば、来年度からの次の計画を今

策定にかかっておりますので、その中で、必

要サービス量を市町村ともきちっと算定しな

がら、対応していきたいというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

 

○平野みどり委員 そういうことで、ことし

の計画の中には、これからの予測を、地域移

行が結局進んでいるからこういうことになっ

ていくというか、いいことではあるんですけ

れども、実際の計画の目標と実態が合わない

地域が出てきているということがありますの

で、とりあえず、ここ数年、どういうふうに

行き場を確保していかれるかという部分、か

なり地域でも悩まれているところがあると思

うので、そこに対してはしっかりと目を向け

て支援をしていただきたいというふうに思い

ます。 

 そして、実態に即したこういった地域移行

が進んできていく中でのニーズというのが、

この前も代表質問でも言いましたけれども、

少なく見積もられるようなことがないように

目標設定を高くしていただきたいというふう

に思います。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 なければ、これで質疑を終了いたします。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号、第６号、第７号及び

第32号について、一括して採決したいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外３件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 異議なしと認めます。よ

って、議案第１号外３件については原案のと

おり可決または承認することに決定いたしま

した。 

 次に、継続中の付託された請願を議題と

し、これについて審査を行います。 

 それでは、請第２号について、執行部から

の状況説明をお願いします。 

 

○末廣健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 請願第２号350万人のウイルス性肝炎患者

の救済について国への意見書提出を求める請

願でございますが、趣旨は、平成20年１月施

行の薬害肝炎被害者救済特別措置法及び平成

20年１月施行の肝炎対策基本法に基づきまし
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て、国に対し、すべてのウイルス性肝炎患者

の救済を求める意見書の提出を求めるもので

ございますが、このうち、集団予防接種の際

の注射器の連続使用によって感染したとして

争われておりますＢ型肝炎訴訟につきまして

は、６月28日に国と原告弁護団の間で成立し

ました基本合意書に基づきまして、９月16日

以降、３つの裁判所で原告14人との和解が成

立いたしております。 

 しかしながら、新たな国家賠償請求訴訟の

提起も行われ、なお1,200人近い原告が存在

しており、薬剤投与や予防接種の事実を証明

できる当時のカルテの存否や母子感染がない

ことの証明の有無により、救済される方とさ

れない方に差が生じるという状況に変わりは

ございません。 

 県としましては、患者、被害者の皆さんの

証拠資料の収集が円滑に行われるよう、肝疾

患専門医療機関等とも連携し、関係機関に対

する基本合意の周知等に引き続き努めてまい

ります。 

 以上が６月議会以降の状況でございます。 

 

○溝口幸治委員長 ただいまの説明に関し、

質疑はありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 なければ、これで質疑を

終了いたします。 

 次に、採決に入ります。 

 請第２号については、いかがいたしましょ

うか。 

  （｢継続」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 継続という意見がありま

すので、継続についてお諮りいたします。 

 請第２号を継続審査することに御異議あり

ませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 御異議なしと認めます。

よって、請第２号は、継続審査とすることに

決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査とすることを議長に申し出ることと

してよろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が11件あっており

ます。 

 まず、報告について、執行部の説明を求め

た後に質疑を受けたいと思います。 

 それでは、健康福祉政策課、吉田課長から

報告をお願いいたします。 

 

○吉田健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 お手元の委員会報告事項の１ページをお願

いいたします。 

 地方分権改革に伴う児童福祉施設最低基準

等に係る条例の制定についてでございます。 

 部内複数の課が関係いたしますので、代表

して、健康福祉政策課から御説明申し上げま

す。 

 まず、本日御説明する条例制定に係る地方

分権改革の大きな流れについて、冒頭に記載

しております。 

 19年４月、国におきまして、地方分権改革

推進委員会が設置され、22年３月までの間に

当該委員会が４次にわたる勧告を政府に行い

ました。この勧告をもとに、21年12月に地方

分権改革推進計画、さらに22年６月には地域

主権戦略大綱が策定され、改革が進められて

おります。 

 この改革は、地方自治体の自主性を強化

し、自由度の拡大を図るためのもので、大綱

には、義務づけ、枠づけの見直しと条例制定

権の拡大、基礎自治体への権限移譲などの方

針が示されております。 
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 政府は、これを一部具体化した法律案を、

法律の名称は大変長うございますが、地域の

自主性及び自立性を高めるための改革の推進

を図るための関係法律の整備に関する法律、

これを第１次一括法と呼んでおりますが、こ

の案を22年３月に国会に提出し、４月28日に

一部修正の上可決され、５月２日に公布され

ております。続けて、第２次一括法案が23年

４月に国会に提出され、８月26日に成立、８

月30日に公布されたところでございます。 

 これらの法律案の成立に伴いまして、都道

府県におきましては、現在国が政省令等で規

定しております児童福祉施設等の設備、運営

についての最低基準などを条例で定めること

が必要となったところでございます。 

 続いて、１番、その概要について御説明い

たします。 

 今申しましたとおり、国が政省令で規定し

ております最低基準等を都道府県が条例で規

定するようになりました。括弧書きに記載の

とおり、国は、政省令等を改正し、都道府県

が条例を定めるに当たって準拠すべき基準を

策定することになります。 

 ２ページをごらんください。 

 (2)についてですが、２ページから３ペー

ジにわたって表を記載しております。児童福

祉法など８つの法律に基づく22種類の基準を

条例で定めることとなります。 

 例えば、１番の児童福祉法をごらんいただ

きますと、現在、保育所あるいは児童養護施

設などの児童福祉施設につきましては、厚生

労働省令で児童福祉施設最低基準というもの

が定められております。現在この省令の最低

基準に従い施設を設置しなければなりません

が、この最低基準を各都道府県の条例で定め

るということになります。 

 このほか、５番の生活保護法であれば、救

護施設などの保護施設の設備、運営に関する

基準を、また、８番、９番の老人福祉法であ

れば、特別養護老人ホームの設備、運営に関

する基準などを条例で策定していくことにな

ります。 

 ３ページをごらんいただきますと、その他

というところに食品衛生法を記載しておりま

すが、これについては、法律自体の改正によ

り都道府県が条例を制定するということにな

るものではなくて、食品衛生法の政省令を改

正することで都道府県が条例を制定するとい

うことになるものでございます。 

 ４ページをごらんいただけますでしょう

か。 

 ３番の基準の類型についてです。 

 先ほど、国は、都道府県が条例を定めるに

当たって準拠すべき基準を策定することにな

るというふうに申し上げましたが、この表

は、準拠すべき基準の類型を示しておりまし

て条例を制定するに当たっては、国が示すこ

の類型に基づいて制定する必要がございま

す。 

 例えば、従うべき基準というのがございま

すが、これは、条例の内容を直接的に拘束す

る、必ず適合しなければならない基準であ

り、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応

じた内容を定める条例は許容されるものの、

異なる内容を定めることは許されないという

ふうにされております。これについては、施

設の人員配置基準、あるいは面積基準、人権

に直結する運営基準などがございます。 

 続いて、(4)の施行日ですが、いずれも平

成24年４月１日からの施行になります。ただ

し、既に条例で基準を定めております認定こ

ども園、２ページの表の２番目になります

が、この認定こども園を除いて、施行日から

起算して１年を超えない期間、つまり、25年

の３月までの経過期間が設けられておりま

す。 

 最後に、５ページ、２番のスケジュールで

ございますが、関係団体等からの意見聴取、

パブリックコメント等を行い、条例を制定す

る予定にしております。 
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 具体的には、２つ目のポツをごらんいただ

きますと、関係団体や関係者等からの意見聴

取、検討会での検討を行い、素案の作成を、

およそ来年、24年の３月までで行ってまいり

ます。この間、厚生常任委員会の報告につき

ましては、12月、２月、それぞれの議会でも

経過の御報告をする予定にしております。そ

の後、パブリックコメントを来年度早々から

行いまして、県議会への条例案の上程を、早

ければ来年の６月、または遅ければ９月議会

を予定しております。成立後は、25年３月ま

でを条例の周知期間としまして、25年４月の

施行を目指すということで作業を進めてまい

ります。 

 健康福祉政策課は以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 今の説明の地方分権改革

に伴う児童福祉施設、最低基準等に係る条例

ですけれども、とてもボリュームがあって議

論をしっかりしなければいけないと思います

ので、きょうのところは報告ということです

が、それぞれまた先生方勉強していただいと

いて、どっちにしても、最終的に、早ければ

12月、遅くても２月の委員会では、きちっと

時間をとって議論させていただきたいと思い

ますので、きょうはもう報告を聞いたという

程度でとどめておいていただきたいというふ

うに思います。 

 続いて、健康危機管理課、末廣課長。 

 

○末廣健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 委員会報告資料の６ページをお願いいたし

ます。 

 熊本県新型インフルエンザ対策行動計画の

改定(案)についてでございます。 

 まず、計画改定の背景でございますが、こ

の計画は、県の新型インフルエンザ対策全般

の基本的な方針及び枠組みを示すものとして

平成17年12月に策定し、その後、病原性の高

い新型インフルエンザに対応するため、平成

21年４月に改定を行っております。 

 このたびの改定は、平成21年の新型インフ

ルエンザ発生時に行った対策の検証結果及び

国の行動計画の改定を踏まえて行うものでご

ざいます。 

 現在のインフルエンザの発生状況でござい

ますが、申しわけありません、８ページをお

願いいたします。 

 世界的には、依然として、東南アジアや中

東を中心に、鳥インフルエンザＨ５Ｎ１の発

症事例が報告されており、ＷＨＯが確認して

いる2003年11月以降の発生者数は、本年の８

月19日現在で15カ国565人、うち、331人が死

亡しており、致死率は約60％となっておりま

す。また、本年だけでも既に49人が発症し、

うち、25人が死亡しており、昨年の数字を上

回る状況にございます。 

 また、９ページに記載していますように、

真冬を過ぎました南半球の今シーズンは、20

09年に発生しました豚由来のＨ１Ｎ１のＡ型

と従来のＢ型のインフルエンザが、ともに平

年並みの流行を示しており、これから冬を迎

えます北半球でも同様の状況になることが予

想されるところですが、次の箱に記載してい

ますように、９月２日、ＣＤＣ、米国疾病対

策センターが、米国内の子供２人が、2009年

に流行した新型インフルエンザ、Ｈ１Ｎ１の

遺伝子特徴を持つ新種の豚インフルエンザ、

Ｈ３Ｎ２に感染していたと発表いたしており

ます。今のところ感染の広がりはないようで

すが、感染拡大を防ぐための監視を呼びかけ

ており、我が国でも注意が必要です。 

 一方、国内では、ごらんのように、2011

年、第４週目をピークに迎えた後、減少を続

け現在ではほとんど発生しておらず、県内に

おいても同様の傾向を示しておりますが、世

界的な状況を踏まえますと、引き続き警戒が

必要でございます。 

 申しわけございません。６ページにお戻り

 - 14 -



第３回 熊本県議会厚生常任委員会会議記録（平成23年10月４日) 

いただきたいと思います。 

 そこで、改定案の概要についてでございま

す。 

 まず、(1)対策の主たる目的につきまして

は、新型インフルエンザによる影響をできる

だけ軽減するため、感染拡大を可能な限り抑

制し、健康被害を最小限にとどめることと社

会経済活動への影響を最小限にとどめること

の２点を目的とし、概念図にございますよう

に、短期間に感染が拡大し、患者数が増加す

ることによる壊滅的な決定的な被害を防止し

社会機能が維持できるよう可能な限り発生を

遅くし、患者数を減らすことを目的といたし

ております。 

 なお、被害想定につきましては、国の改定

と同様、重度とされているスペインインフル

エンザと同程度の被害を想定し、入院患者数

や死亡者数等を算定いたしております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 次に、(2)対策の基本的考え方でございま

すが、現計画は、病原性の高い新型インフル

エンザの発生を想定した計画ですが、2009年

に発生した新型インフルエンザ、Ａ/Ｈ１Ｎ

１の病原性が想定したほど高くなかったこと

を踏まえ、今回の改定では、発生したウイル

スの特徴に応じ、各対策を選択して実施する

ことを明記いたしております。 

 次に、(3)発生段階でございますが、現計

画の発生段階は、国の現行計画に合わせて、

未発生期から小康期に至るまでの５段階とい

たしておりましたが、2009年の新型インフル

エンザ発生時の検証から、都道府県ごとに発

生状況が異なることが明らかとなったことか

ら、医療体制の整備や感染拡大防止策を本県

の発生状況に応じて柔軟に行うため、計画の

発生段階を６段階に改めております。 

 次に、(4)発生段階における対策の概要に

ついてですが、飛びますけれども、資料11ペ

ージをお願いいたします。 

 発生段階における対策の改正のポイントで

ございます。 

 １点目でございますが、海外発生期の段階

から学校の臨時休業基準を厳しくするととも

に、学校におけるインフルエンザ様疾患の集

団発生状況の把握を行うこととし、病原性、

感染力が不明な段階での感染拡大防止の強化

及び早期発見を図ることといたします。 

 次に、２点目として、帰国者・接触者外来

の設置でございますが、現行計画では発熱外

来という名称であったことから、2009年当時

に、一般の発熱者の外来と混乱が生じたため

今後は、名称を変更して、発生国からの帰国

者や患者との濃厚接触者の診療を行うという

役割を明確化いたします。 

 次に、３点目として、地域感染期における

診療体制につきましては、これまで発熱外来

や入院担当医療機関によることといたしてお

りましたが、病原性や感染力の程度に応じ、

全医療機関での診療体制にスムーズに切りか

えられるようにして、患者が急増した場合の

医療体制の維持を図ることといたします。 

 次に、４点目として、2009年当時に医療機

関からいただきました御意見を踏まえ、ウイ

ルスの病原性が高い場合のパンデミックワク

チンの接種体制を集団接種とするということ

を基本とし、発生予防、蔓延防止の確保を図

ることといたします。 

 最後に、５点目ですが、学校の長期休業期

間中の集団発生の把握を小康期においても実

施することとし、新型インフルエンザの再流

行の早期探知を図ることといたします。 

 なお、詳細につきましては、見開き12ペー

ジの新型インフルエンザ対策行動計画改定案

の概要に、７つの対策を発生段階別に一覧化

しておりますので、後ほどごらんいただけれ

ばと思います。 

 申しわけございません。７ページにお戻り

いただけたらと思います。 

 最後に、４の今後のスケジュールでござい

ますが、今後、これからこの改定案のパブリ
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ックコメントを開始し、11月中旬に庁内の部

局長等で構成します新型インフルエンザ対策

推進本部を開催して決定し、11月下旬には、

行政、医療機関、業界、団体等から成る新型

インフルエンザ対策協議会を開催して、改定

内容の説明、周知を図る予定でございます。 

 新型インフルエンザ対策に関する御報告は

以上でございます。 

 

○中園子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 13ページをお願いいたします。 

 熊本県次世代育成支援行動計画、後期計画

の平成22年度の実施状況について御報告いた

します。 

 まず１番、(1)に計画の説明を書いており

ますが、本県では、平成17年策定の前期計画

に続きまして、22年３月に後期計画を策定し

ております。これは、26年度までの５年間を

期間としまして、183の事業から成ります８

つの基本施策を柱に、75の数値目標を設定し

ているものでございます。 

 次に、(2)でございますが、次世代法に基

づきまして、毎年その実施状況を公表するこ

とになっておりますので、このたび22年度分

を取りまとめて公表するものでございます。 

 詳細は別冊としておつけしておりますの

で、後ほどごらんいただければと思います。 

 次に、２番、(1)の平成22年度目標値に対

する達成状況でございます。 

 次の14ページをお願いいたします。 

 全体の状況としましては、14ページの棒グ

ラフで、一番上の全体というところにありま

すように、22年度の目標値に対しまして100

％以上達成している項目、一番色の濃い部分

ですけれども、これが40％で、90％以上達成

している項目、真ん中の部分ですが、これを

加えますと67％となっております。全体とし

ては、おおむね計画的に進んでいるのではな

いかと考えております。ただ、８つの施策ご

とに見ますと、ややばらつきもございますの

で、おくれている項目につきましては、関係

課とともに、より一層計画的に進めてまいり

たいと思います。 

 次に、(2)の計画最終目標値に対する進捗

状況でございます。 

 26年度までの最終的な目標値に対する22年

度の進捗状況につきまして、15ページの円グ

ラフでお示ししております。既に目標値を達

成している項目が20％、８割以上達成を加え

ますと61％でございます。ただ、こちらも進

捗率２割未満の項目が９％ございます。５年

計画の１年目ではありますけれども、これら

の項目については、特に力を入れていくこと

が必要と考えております。 

 このような状況を踏まえまして、15ペー

ジ、(3)の今後の取り組み方針でございます

が、まず、地域における子育て支援策の充実

など、市町村を支援しますとともに、人材育

成やネットワーク構築などの強化を図りま

す。また、社会全体で子供を育てるという機

運を高める働きかけも継続的に行いまして、

計画目標値の達成に向け努力してまいりたい

と思います。 

 報告は以上でございます。 

 

○福島子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 16ページをお願いします。 

 熊本県立清水が丘学園における学校教育導

入について御報告いたします。 

 児童福祉法第48条、下の枠囲みに記載して

おりますが、児童自立支援施設の長は、学校

教育法に規定する保護者に準じて、その施設

に入所中の児童を就学させなければならない

という内容でございます。この規定に基づき

まして、児童自立支援施設でございます熊本

県立清水が丘学園に入所する児童に対しまし

て平成24年４月１日から学校教育を導入する

方向で、学校の設置者となる熊本市と準備を
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進めていくことにしております。 

 １の施設概要でございますが、清水が丘学

園は明治42年創設され、昭和13年に現在地に

移転し、現在の施設は昭和54年建設でござい

ます。今年度の定員は13名で、９月１日の入

所児童の現員数は11人で、すべて中学生でご

ざいます。 

 ２の学校教育導入方針ですが、①の導入年

月日が、平成24年４月１日を予定しておりま

す。 

 ②の学校形態でございますが、中学校は熊

本市立京陵中学校分校を予定しております。

また、小学校は、２つ目の米印のとおり、平

成19年度を最後に児童の入所実績がないこと

から、必要に応じて熊本市立高平台小学校分

教室として開設する予定にしております。 

 なお、熊本市におきまして、12月議会に学

校設置条例改正を提案予定でございます。 

 ③のスケジュールでございますが、地元の

理解を得るために、９月から学校・地域関係

の皆様への説明を行い、12月議会に、既存教

室の改修、不足する教育備品の整備等に係る

補正予算案を提案する予定でございます。ま

た、熊本市におきまして、同じく予算と学校

設置条例改正を提案予定でございます。そう

したことを踏まえまして、来年の４月１日に

学校教育を導入したいと考えております。 

 説明は以上でございます。よろしくお願い

いたします。 

 

○小原ねんりんピック推進課長 ねんりんピ

ック推進課でございます。 

 今月15日から４日間開催されるねんりんピ

ック2011
ふ れ 愛

熊本について御報告いたします。 

 開催まであと11日となり、全国から来られ

る約１万人の選手団の受け入れ態勢もほぼ整

ったところでございます。 

 本日は、別冊の事業概要と総合案内パンフ

レットを準備させていただいております。 

 別冊事業概要の２ページをごらんくださ

い。 

 大会の実施概要でございます。 

 15日、土曜日のＫＫＷＩＮＧでの総合開会

式を皮切りに、18日までの４日間、９市４町

で22種目のスポーツ、文化の交流大会を初

め、グランメッセ等でさまざまなイベントを

実施することとしております。 

 ３ページ、４ページは、開会式の概要でご

ざいます。 

 続く５ページをごらんください。 

 開会式における東日本大震災の復興支援に

関連する内容について記載しております。被

災地である東北の４つの選手団に、共同で感

謝と復興に向けた誓いを宣言してもらうほ

か、スローガンの横断幕掲出などを計画して

おります。 

 次に、６ページでございますが、総合開会

式当日、開会式会場横に、熊本の物産、観光

伝統文化など、全国から来られた選手団など

に熊本の魅力を味わってもらうふれあい広場

を設けることとしております。 

 次に、９ページをごらんください。 

 県民総参加の取り組みでございます。 

 今大会では、ねんりんピック初めてとなる

おもてなし募金を初め、協賛金協力企業やボ

ランティア、福祉施設や式典出演者など、多

くの県民の皆様に支えられて準備を進めてま

いることができました。 

 10ページ以降は、大会期間中、グランメッ

セや熊本市中心部で行う健康づくり、生きが

いづくりに関連したイベントでございます。

家族連れで、また、世代間の交流を深めなが

ら楽しみ、学び、体験できるイベントを開催

いたします。 

 九州新幹線全線開業後、本県にとって、こ

とし最大の全国イベントでございます。熊本

の多彩な魅力を全国に発信できる絶好の機会

であり、県民挙げておもてなしの心を伝える

とともに、大会で活躍される高齢者の皆様の

姿を通して、東日本大震災の被災地を初め、
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全国に熊本から元気が届く大会となるよう努

めてまいります。 

 以上でございます。 

 

○内田政策審議監 資料の説明に先立ちまし

て、先ほど健康福祉部から説明がありました

地方分権改革一括法の施行に向けた条例制定

について、環境生活部の対応を御報告申し上

げます。 

 環境生活部においては、県が条例を制定す

る対象１件でございます。 

 鳥獣法に関する法律の施行規則で標識の定

めとありますけれども、その１辺の長さ30セ

ンチ以上とか、高さが80センチ以上というの

を条例で定めるということになるかと思いま

す。24年度中に県議会に条例案を上程いたし

たいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、報告事項17ページをごらんいた

だきたいと思います。 

 財団法人水俣・芦北地域振興財団の事業内

容について御報告いたします。 

 まず、１の財団設立の経緯についてでござ

いますが、当財団は、平成６年に、県の出資

により、水俣・芦北地域振興基金として設立

され、翌平成７年に設立された水俣病問題解

決支援財団及び平成９年に設立されました水

俣・芦北地域環境技術研究開発支援基金の３

つを平成12年に統合し、現在に至っておりま

す。 

 統合前の各財団の事業内容は、左側の図の

記載のとおり、助成事業及び貸付事業であ

り、現財団においても、基本的にこれらの事

業を引き継いでおります。 

 平成12年の統合の際に、チッソが経常利益

の中から行う水俣病患者の方への補償が万一

不足する事態になった場合には、財団の資産

からチッソへ補償費用を貸し付けるという、

いわゆるセーフティーネット機能をあわせて

担うことになりました。 

 右の図が現在の姿でございますが、当財団

の基本財産と運用財産の合計は80億円であ

り、これらの運用益をもって助成事業を行っ

ております。 

 18ページをお願いいたしたいと思います。 

 まず、その助成事業の内容についてでござ

いますが、平成22年度は、①にありますよう

に、自主的な地域づくり等の活動を行う団体

に対して助成を行う地域振興事業、②のもや

い直しセンターの運営に対して助成を行うも

やい直しセンター運営費助成事業、③の地域

の環境技術研究開発を支援する環境技術研究

開発事業の３事業を実施し、合計約9,300万

円の助成を行っております。なお、平成23年

度も、引き続き３事業に基づく助成を行って

おります。 

 ３の貸付事業の内容についてでございます

が、平成22年度は、水俣病被害者の救済及び

水俣病問題の解決に関する特別措置法の救済

措置の方針等の閣議決定等を踏まえ、チッソ

が支払う水俣病被害者への一時金の資金を、

県からの出資金475億5,190万円を原資として

チッソへ貸し付けております。なお、貸付条

件、貸付残高は記載のとおりでございます。 

 このほか、(2)の平成７年度から９年度に

貸し付けられました水俣病問題の政治解決の

際の一時金支払い資金、また、(3)の平成６

年度から10年度に貸し付けられました設備投

資資金貸付金の債権管理を行っております。 

 以上、財団の事業について御報告申し上げ

ます。よろしくお願いいたします。 

 

○田中水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。 

 報告事項の19ページをお願いいたします。 

 まず、前回の委員会以降の水俣病対策の主

な経緯についてでございますが、７月25日、

不作為違法確認・認定義務づけ訴訟につい

て、原告の方が訴えを取り下げられておりま

す。そのほか、県外で３カ所、説明会の方の
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実施を行っております。 

 ２の特措法による救済の取り組みについて

でございます。 

 先月末の申請状況は、申請者数３万1,554

人で、そのうち、一時金を御希望の方が、下

の表のところに書いておりますが、お亡くな

りになられた方を含めまして、小計に記載し

ておりますとおり、１万6,757人でございま

す。 

 県といたしましては、引き続き制度の広報

に努め、また、診断や判定等の円滑かつ迅速

な実施に努力を払ってまいります。 

 水俣病保健課は、以上でございます。 

 

○高山水俣病審査課長 水俣病審査課でござ

います。 

 20ページをお願いいたします。 

 上段の認定業務についてでございます。 

 (1)の申請状況でございますが、８月31日

現在の認定申請者数は303人となっておりま

す。前回５月末現在で411人と御報告をさせ

ていただきましたが、それから108人減少い

たしております。 

 減少の主な理由は、７月に処分を行ってお

ります。また、申請者が取り下げられたこと

によるものでございます。取り下げ理由につ

きましては、特にお聞きしておりませんけれ

ども、特措法による救済を選択されたものと

考えております。 

 次に、下段の４、水俣病に関する裁判の状

況についてでございます。 

 先ほど田中課長から主な経緯で御説明しま

したように、７月末に訴訟が１件取り下げら

れております。その結果、現在、国、県、チ

ッソに対する国家賠償の請求訴訟が１件、認

定申請に係る行政事件訴訟２件、計３件の裁

判となっております。 

 以上でございます。 

 

○田代環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 済みません、別冊ということで、縦書きの

数枚の紙を別に用意させていただいておると

思います。縦書きの別冊と書いてあるペーパ

ーでございます。本日、机上に置かせていた

だいたところでございます。右上に別冊と書

いております。 

 熊本県地下水保全条例の改正に係る検討状

況について、状況を説明させていただきま

す。 

 １番、取り組みの背景、あるいは２番、条

例改正の説明等につきましては、６月の委員

会でも御説明いたしましたので、省略させて

いただきます。 

 条例改正の検討状況でございます。 

 環境審議会の方に条例改正の内容について

諮問を行っておりまして、水保全部会で具体

的な内容について検討を行っていただいてお

ります。先週、木曜日、９月29日に検討結果

の取りまとめがなされました。現在、条例改

正につきまして地下水採取者の皆さんの御理

解を得るために、事前に地下水の現状と改正

の必要性等を説明して意見をいただいている

ところでございます。 

 今後、改正素案を取りまとめまして、パブ

リックコメントを経て、本年度中に県議会に

提案したいと考えております。 

 その次のページでございます。 

 これが環境審議会水保全部会の検討結果の

主なポイントをまとめております。 

 総則の方では、地下水は公共水であるとの

位置づけを明記すること、それから２番の地

下水質の保全関係では、硝酸性窒素対策、汚

染対策への取り組みを位置づけることでござ

います。 

 それから、(3)地下水量の保全関係でござ

いますけれども、特に、②番からでございま

す。重点地域を定めまして、これは熊本地域

を想定しておりますけれども、そこで、揚水

機、ポンプ本体の吐出口断面積が19平方セン
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チ、直径が５センチメートル程度でございま

すけれども、これを超えますような大口の揚

水設備による採取につきましては、知事の許

可を受けることを要するというふうにしたい

ということが検討結果でございます。 

 それから、③番、重点地域以外の県内全域

におきましても、吐出口の断面積125平方セ

ンチ、直径が約13センチぐらいの大きなもの

でございますけれども、これも知事の許可を

受けることを要するというふうにしてはどう

かというものでございます。それから、④

番、許可の基準でございますけれども、下の

方にポツ、ポツと書いております、そういっ

たことが考えられるけれども、客観性、明白

性、それから申請者の予見可能性、これを確

保するように配慮することというようなこと

で示されております。 

 それから、３ページでございますけれど

も、⑤番、重点地域におきましては、既に地

下水が長期的な低下傾向を示しておりますの

で、既存の地下水採取者につきましても、一

定の経過措置期間を設けて、その間に許可を

受けることを要するとしてはどうかというこ

とでございます。それから、届け出の期間に

つきましては、これまでの７日前までの届け

出を30日前までというふうにしてはどうか

と。それから、重点地域については、一定規

模の自噴の井戸、井戸ではあるんですけれど

も、ポンプを利用しないような井戸について

も、管理のために、届け出を要することとし

てはどうかということでございます。 

 それから、⑦番は、水量測定器の設置義務

者を許可対象者も対象とするように拡大して

はどうか。それから、⑧番、⑨番でございま

すけれども、現行では、いろんな事後的な規

制措置としまして、勧告、公表まででござい

ましたけれども、加えて、必要な場合は措置

命令、あるいは、⑨番、異常な低下が広域的

にわたるときには、採取量の制限等の緊急措

置命令ができるようにすること、こういった

ようなことを書いてはどうかということでご

ざいます。 

 それから、地下水の涵養関係では、②番、

大規模開発行為者に対しましては、涵養に配

慮した計画の提出を求めて、これに対して知

事が意見を通知できるといったような規定を

設けてはどうかといったような御意見があっ

ております。 

 これも踏まえまして、執行部として素案を

今検討中でございます。 

 次の４ページは、これは条例改正に当たり

ましての基本的な視点をまとめたものでござ

います。 

 １番目は、公共水の視点ということで、地

下水が水循環系の一部であること、あるいは

非常に大切なものということで、右の方でご

ざいますけれども、地下水の管理強化をした

い。それから、２つ目、地下水の悪化を未然

に防止するといったような視点から、水質、

水量の健全性の確保を行う。それから、受益

者負担あるいは公平性の確保をもとに、協働

の視点で協働体制を組み込んでいくというこ

とで、地下水の恵みを守りながら活用する、

地下水を守り抜くと。本会議の方で知事が答

弁した言葉でございます。水の国くまもとを

目指していきたいということでございます。 

 それから、最後のこの横長の紙でございま

すけれども、これは改正後の条例の全体のイ

メージ図でございます。未定稿でございます

けれども、全体像をまとめております。白丸

が既存の条項でございまして、黒丸のところ

が改正を検討している事項ということでござ

います。全体像は、こういうような形になろ

うかということでおつけさせていただいてお

ります。 

 以上です。 

 

○清田環境保全課長 環境保全課の清田でご

ざいます。 

 21ページをお願いいたします。 
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 本日は２本の報告がございます。 

 まず、大気汚染防止法に基づきます平成22

年度に実施いたしました大気等の環境調査結

果の報告でございます。これは毎年度報告さ

せていただいております。 

 本日は、今話題になっております２点に絞

りまして御報告いたします。 

 まず、21ページの中ほどに１行書いており

ますが、光化学スモッグ注意報の発令につき

ましては、現在平成23年度前半でございます

が、注意報の発令はございませんでした。 

 もう一本は、22ページでございます。 

 ４の環境放射能水準調査結果につきまして

は、御案内のとおり、すべての項目におきま

して異常値は認められておりません。特に、

23年度以降もここに記載しておりますが、表

をごらんいただきたいと思いますが、３月か

ら６月の時期に、健康に全く影響のない極め

て低い値の沃素及びセシウムが検出されてお

りますが、現在では、すべて不検出となって

おりまして、原発事故前と変わらない状態で

推移しております。 

 いずれの項目につきましても、先ほど委員

の先生方からお話がありましたように、県民

の安心、安全のために、継続して把握してま

いりたいと思っております。 

 次に、平成22年度水質調査結果につきまし

て御説明します。23ページをごらんくださ

い。 

 水質につきましても、２点に絞って御報告

いたします。 

 まず１点目は、公共用水域の水質調査の結

果でございます。 

 23ページの下から５行目に、主な調査結果

の概要が記載してございます。これが、結果

につきましては、23、24、25とわたってまい

りますけれども、きょうはちょっと細かいデ

ータについては省かせていただきまして、ざ

っくりとちょっと説明させていただきたいと

思いますが、環境基準が設定されております

が、水質汚濁の指標でございますＣＯＤと窒

素につきましては、赤潮が異常発生しました

平成12年度以降、有明海、八代海とも大きな

変動はなく、ほぼ横ばいの傾向にございま

す。また、燐は、ここ数年、有明海、八代海

とも上昇傾向が見られていましたが、平成22

年度は、前年度より低下しているということ

で確認されております。 

 今後も、環境基準達成に向けて、公共水域

の水質調査を関係機関で互いに情報を共有し

て取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、26ページをごらんいただきたいと思

います。 

 さらにもう１点、地下水質の調査結果につ

いて御報告いたします。 

 汚濁状況を常時監視するために、中ほど、

調査の趣旨のところですが、中の調査の区分

のところです。①から⑦までさまざまな各種

の調査をやっております。最近は、トリクロ

ロエチレンといった揮発性有機化合物による

新たな汚染は見られなくなってきておりま

す。 

 なお、調査結果判明の都度、井戸の所有

者、あるいは市町村に連絡をしておりまし

て、さらに、超過井戸につきましては、飲用

指導等を行うとともに、継続調査を実施する

こととしております。 

 また、先ほど田代課長から御報告がありま

したように、地下水保全条例の改正に当たり

ましても、特に、硝酸性窒素の調査結果を反

映いたしまして、改正の貴重な集積データと

して活用させていただいているところでござ

います。 

 環境保全課は以上です。 

 

○中島公共関与推進課長 公共関与推進課で

ございます。 

 30ページ、公共関与による管理型最終処分

場の整備について。 

 １、目的は省略をいたしまして、２の最近
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の取り組み状況から御報告させていただきま

す。 

 (1)の住民説明会等の開催状況につきまし

ては、前回委員会で御報告した以降の太字、

ゴシック体で記載しておりますが、６月25日

以降の経過を御報告いたします。 

 環境アセスメントの現地調査が終了し、調

査結果を踏まえまして、処分場の建設運営に

よる周辺環境への影響を予測評価した結果、

周辺環境に影響を及ぼすことがない、あるい

は影響は極めて小さいということがわかりま

したので、その内容を準備書の骨子案という

ことで地元地区に説明をしてまいりました。

そして、最終行に記載のとおり、８月９日に

は、南関町、熊本県及び処分場の事業実施主

体となります財団法人熊本県環境整備事業団

の３者で、関係者の果たすべき役割など、基

本的事項を定めました基本協定書を締結いた

しました。 

 次のページ、お願いいたします。 

 その後、８月下旬に環境アセス準備書が完

成をいたしましたので、改めて、９月８日以

降、精力的に南関町及び和水町の両議会や地

元地区等に対して、準備書の内容や基本協定

書について、説明を続けてきております。 

 (2)の環境アセスメント手続につきまして

は、アセス準備書を縦覧し、今月13日までに

住民等の皆様から意見書をいただいた上で事

業者見解をまとめ、アセスメント審査会等を

経て、年度内に準備書手続を終了したいと考

えております。 

 ３番目の今後の取り組みでございますが、

基本協定書の締結により、今後地域振興策の

具体的検討に着手してまいりますとともに、

今後も引き続き丁寧な地元説明を行い、理解

を得ながら、建設に向けて進めてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 報告が終了いたしました

ので、質疑を受けたいと思います。 

 質疑ございませんか。 

 

○藤川隆夫委員 インフルエンザの件で集団

接種の話が出ておりましたけれども、ウイル

スの病原性が高い場合のワクチンの接種に関

しては集団接種という話が出ておりまして、

市町村でする場合もあるかというふうに思い

ますけれども、対象者及びその体制というの

が今どのような形で進められているのか。 

 

○末廣健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 21年に発生しました豚由来のインフルエン

ザが、御承知のように、感染力はございまし

たが強毒性ではなかったということで、接種

対象者がパンデミックワクチンの製造に応じ

て段階的に接種していました。高齢者を含み

ます弱者や妊婦さんなどを先に打つというよ

うな形で段階的に進めてまいりましたが、今

後の接種につきましては、集団接種化につい

ては、国の計画も集団接種化ということを主

体にするということで、本県計画もそのよう

にいたしておりますが、具体にどのような対

象になるかは、そのときの発生株の早期の分

析に応じて接種対象を限定していくというこ

とになろうかというふうに考えております。 

 

○藤川隆夫委員 今の話だと、どういう流行

の仕方をするか、それがどの程度のものかに

よって対象者を絞ったりするというふうな話

だったかというふうに思いますけれども、具

体的に、もう既に起こることを想定して、各

市町村でこれに対する対応をしておかなきゃ

いけない話だろうと思うんですけれども、こ

の各市町村において、集団接種する場所だと

か、あるいは接種する医師であるだとか、い

ろんな周辺をもう既に固めておく必要がある

というふうに思うんですけれども、その状況

はどうなっていますか。 
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○末廣健康危機管理課長 藤川委員御指摘の

とおり、この改定案につきまして、これから

パブコメを始めるとともに、市町村に対しま

しても説明をしてまいりますけれども、その

中で、各圏域に新型インフルエンザ対策地域

協議会を設けております。各地域ごとの市町

村の接種体制も含めて、早期に集団接種化が

どのような形で可能なのかも含めて、協議を

進めてまいりたいと考えております。 

 

○藤川隆夫委員 であれば、現時点では結局

何も決まっていないという話で、これからす

るという話でよろしいですかね。でも、こ

れ、いつ起こってもおかしくない話ですし、

早急に対策を、集団接種でやるんであれば、

場所の確保、医師の確保、あるいは対象者を

どうするのかまでもう詰めてやっておかない

と間に合わないと思いますし、混乱するだけ

だと思いますので、それは進めていただきた

いと思います。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○西岡勝成委員 地下水の件ですけれども、

私も代表質問させていただいて、採取量を把

握するのにメーターをつけると。そのときに

泡が出てくるんで非常に正確にはかりづらい

というような話も聞いたんですけれども、設

置するからには、その辺の対策はできるんで

すか。 

 

○田代環境立県推進課長 そういうおそれが

あるところもあるということで、設置する場

所をかなり選ぶというようなことでございま

すので、正確にはかれるような場所に行って

設置をするというふうなことを、指導といい

ますか、していく必要があろうかなと思って

おります。正確にはかれるようなやり方とい

いますか、そういう形で指導していこうかな

と思っております。 

 

○西岡勝成委員 それでカバー、大体できる

んですか。大まかな――料金を取るわけじゃ

なかけん、水量を大まかに把握するというた

めに水量計をつけるんでしょうから、正確で

なくても概略わかればいいということで…

…。 

 

○田代環境立県推進課長 物すごく精密にと

いうのは、御指摘ありましたような形でちょ

っと難しいものもあるかと思います。それか

ら、地下水の出るそれ自体に泡が入っている

というようなところもあろうかと思いますの

で、なるべく正確を期したいと思いますし、

また、採取者の方の利用の形態で、畑でばっ

と使っていらっしゃるところとかもいろいろ

場所があろうかと思いますので、経過期間等

も設けますし、そういう中で、配管を見直す

ときにしていただくとか、いろんなパターン

があろうかと思いますので、そこはとにかく

なるべく正確に把握をしたいということでご

ざいますので、その方向で一生懸命現場で、

いろいろ指導といいますか、助言をさせてい

ただきたいというふうに思っております。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○岩下栄一委員 この次世代育成支援行動計

画、後期計画ですけれども、前期計画の達成

率がどうのこうのという御説明いただきまし

たけれども、この達成率というのはだれが評

価するわけですかね。 

 

○中園子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 担当課が52課ございまして、その中でそれ

ぞれ指標を持っておりますので、自己評価と

いいますか、それで評価しております。 

 推進委員会という次世代育成の計画に基づ
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いた委員会がございまして、そこでも議論し

ていただいて取りまとめたものでございま

す。 

 

○岩下栄一委員 わかりました。 

 それで、ちょっとあれかもしれませんけれ

ども、少年の虐待とか非行防止とかあります

けれども、悪いのは大人であって、最近もち

ょっと事件がありましたけれども、援助交際

とか。やっぱり大人の意識が子供の幸せを決

めるという観点に立って考えるときに、この

中には出てこないけれども、児童ポルノ、８

月に県立劇場でユニセフ主催の児童ポルノ根

絶のシンポジウムがございましたね。委員各

位も多数出席をされておりましたけれども、

くらしの安全推進課長さんがパネリストで出

場されておりましたけれども、大人が悪いん

ですね、とにかく。大人が子供をスポイルし

ているという観点に立って、この児童ポルノ

の問題を今後こうした行動計画の中にも盛り

込んで、有害環境を子供から取り除くという

ことをやっぱりやっていかなきゃならない

と、次世代の幸せを思うならば。そういうふ

うに私は思うんですね。 

 今、有害サイトとか児童ポルノなどの、何

といいますか、現状といいますか、フィルタ

リングとか、いろいろ個人所有、所持まで法

の適用を広げるとか、いろいろ議論あります

けれども、県にも少年保護育成条例という条

例ございますから、今後、こういう問題、子

供をこうした被害から守るための対応という

か、をちょっとお願いいたします。 

 

○中園子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 数値を取りまとめております関係で、私の

方から数字だけちょっと御紹介いたします。 

 指標としまして、有害な図書等を収納して

いる可能性のある自動販売機の設置箇所数と

いうのがございまして、この計画ができたと

きには144台でございましたけれども、それ

が、22年の実績で119台ということで、若干

減少しております。それで、達成率としまし

て101％ということで、これはＡ評価という

ことになってございます。 

 以上でございます。 

 

○松山くらしの安全推進課長 今の委員の方

から御指摘の件でございますけれども、次世

代行動計画の中には、明確に、児童ポルノで

あるとか、あるいは有害サイトであるとか、

そういった項目については具体的には取り込

んではおりません。というのは、社会の変化

というのが非常に大きく今変わっておりまし

て、御指摘のように、子供たちの少年犯罪被

害、全体が大きく減少する中で、子供の福祉

を害する犯罪だけが増加傾向にあるという全

国的な傾向でございます。 

 その中でも、特に、出会い系サイト、ある

いは非出会い系サイトと申しますけれども、

交流サイト等を通じて子供たちが大人の被害

に遭っているという状況にございます。 

 児童ポルノの方につきましては、今国会の

方で、自民・公明案とそれから民主党の案、

継続審議になっておりますけれども、単純所

持の問題をどうするかということで世界的な

注目を浴びておりますので、早々に決着が図

られるんじゃなかろうかというふうに認識を

しております。 

 一方、フィルタリングにつきましては、既

に11都府県でフィルタリングの解除の厳格化

といったところを条例で規制しているところ

もございますので、部内の方でも今検討を進

めております。先行の都県につきましても既

に視察等も済ませておりますので、通信の自

由等の観点からの検討も必要でございますの

で、多角的に今検討を進めているところでご

ざいます。検討結果をもちまして、どのよう

に進めていくか、意識啓発も含めまして、今

後の重点的な取り組みが必要であるという認
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識で取り組んでまいろうというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

 

○岩下栄一委員 ぜひ条例化を進めていただ

きたいと、このように思います。子供を守る

のは大人ですから、やっぱりみんなが自覚し

ていかなきゃいけないというふうに思います

ね。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○平野みどり委員 何点かちょっとお尋ねし

ます。 

 まず、清水が丘の学校教育導入についてで

すけれども、かねてからここでの教育の環境

の整備というのはもう課題として残されてい

て、やっと学校設置という形になったという

こと、大変よいことだというふうに思いま

す。 

 昨今の状況の中で、小学校の子供たちはい

ないと、児童の入所の実績はないということ

ですが、課題を持つ子供たちはいるわけです

ので、その子たちが、清水が丘でなければど

ういうところでケアされているか、あるいは

ケア――家族の中でいろんな支援を受けなが

ら育っているのか、そこら辺、小さい子供の

ことについてちょっと聞きたいということ

と、あと、これは今回は学校設置の問題です

が、中学校卒業した後、この施設から退所し

た後の子供たちの状況はどうなのかというこ

とについてちょっと知りたいんですけれど

も。 

 

○福島子ども家庭福祉課長 まず、小学生の

取り扱いといいますか、に関しましてでござ

います。基本的には、児童自立支援施設は中

学生を大体主に対象としております。そうい

う中で、小学生を例えば１人配置すると、入

所させるというようなことについては、やは

りかなり慎重に考える必要があるとは思って

おります。 

 基本的には、やはりまずは家庭できちっと

育てられるか、あるいは地域、あるいは学校

がちゃんと支援できるかというところを見ま

して、できるだけ家庭で育てられるなら家庭

でということにいきます。次に、ステップと

しましては、それがなかなか難しいときには

児童養護施設の協力も得まして、児童養護施

設に入所させていただく場合もあります。な

かなか養護施設の方でも厳しいという場合に

関しまして、過去にも幾つかこの清水が丘学

園の方で入所した例もございます。 

 いずれにしましても、特に、小さい子供に

つきましては、やはりどういう形で支援する

かというのは慎重に検討しまして、子供の最

善の利益になるような形で、きめ細かにそこ

を判断していきたいと思っております。 

 それから、退所した子のその後の話等でご

ざいますが、基本的には、清水が丘学園では

大体平均して入所期間が１年程度でございま

す。それぞれの子供に応じた自立支援のプロ

グラムを策定しまして、子供に沿った形で、

いろいろ支援しながら退所に向けて努力して

いっております。 

 多くは、やはり地元の中学校を出たいとい

うことが多うございますので、大体卒業前に

退所する例が多うございます。その多くは、

もう地元で高校の方に入学をしていっており

ますが、その後の状況につきましては、子供

によりましては、もちろん清水が丘学園の方

にいろいろ連絡が来たりということで、近況

報告等もあっておりますが、中にはやはり音

信不通となる子供とか、その後の接触を余り

嫌うといいますか、そういうこともさまざま

でございますので、ちょっと全体的な状況

は、正直困難な状況にはなっております。 

 以上でございます。 
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○平野みどり委員 かなり厳しい子供たちも

いるという話を前々から聞いておりまして、

先ほど１年ぐらいということだったんですけ

れども、１年で十分な支援が受けられて落ち

ついてきているのかどうかという部分、ちょ

っと心配だなと思います。 

 それと、その入退所、一回出た子がもう一

回戻ってくるということはあるんですか。 

 

○福島子ども家庭福祉課長 正確に数字を把

握しておりませんが、清水が丘学園の方に聞

きましたら、例はあるようでございます。例

えば、ケースとしましては、もちろん家庭に

戻して、家庭の方でまたいろいろ問題起こし

てという例もありますし、また、入所する場

合もありますし、児童自立支援施設である清

水が丘学園から一たん児童養護施設に戻し

て、なかなかそこで子供たちがうまくいかず

に、また清水が丘学園に戻ってくるという例

もあるようでございます。 

 

○平野みどり委員 いずれにしろ、もう社会

の中でしっかり自立していける人になっても

らいたいということで、退所後も、何らかの

方法で支援ができるようにしてもらいたいな

というふうに思います。 

 それと、ねんりんピックについて伺いま

す。 

 いよいよ今週末からということですけれど

も、このねんりんピックは全国大会ですか

ら、各地からいろんな方たちも来られて活気

づくことを、活発にいろんなところで競技さ

れたりすることを期待しているわけですけれ

ども、そもそもこのねんりんピック、一過性

のもので終わってはいけないと思うんです

ね。せっかく熊本でねんりんピックをやるの

であれば、その後も、高齢の方たちができる

だけ元気でおられるように、あるいは何らか

の障害を持たれてもいろんな活動ができるよ

うにということで、基盤整備という部分につ

ながっていけばなというふうに思うんですけ

れども、このねんりんピックを受けて、今後

の熊本県の高齢者の方々の健康、福祉につい

て、どういうふうな見通しというか、お持ち

かということについて聞きたいと思います。 

 

○永井高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 ねんりんピックは、今委員御指摘のとお

り、参加者だけではなくて、ボランティア等

も参画をされる、具体的には、かせしょう隊

あたりでいろいろとやっていただいているよ

うなところがございますが、そのあたりも含

めて、非常に社会貢献、地域貢献の活動に大

きく関心を持たれるそのような機会だという

ふうに思っております。 

 そういう意味からも、今後、そういったね

んりんピックあたりに参画、あるいはそうい

った形でされた方々に対して継続的に社会貢

献をしていただくような、そういったものを

ぜひ検討していきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

 

○平野みどり委員 そうですね、せっかく参

画されて、いろんな出会いもできていくでし

ょうし、気づきもあるでしょうから、そうい

う人材が、活動がさらにまた継続してできる

ようにしていっていただきたいなというふう

に思います。 

 とりあえず以上です。 

 

○藤川隆夫委員 確認なんですけれども、水

俣病審査課、この認定審査会自体は、たしか

知事の答弁の中に、１人でもいる限りずっと

続けるみたいな形で答弁があったように思う

んですけれども、審査委員のメンバーの高齢

化の問題もあるでしょうし、なおかつその方

たちのモチベーションの問題もあるかと思う

んですけれども、具体的にはどの程度をめど

に考えているのか、ある程度わかれば。 
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○高山水俣病審査課長 公健法上、認定の審

査に当たっては審査会の意見を聞くように位

置づけられておりますので、今のところは認

定される申請者の方もいらっしゃいますし、

新規の申請者も２名ないし３名、月割合で出

てきております。そういう意味では、認定さ

れる可能性がある方がいらっしゃる限りは、

審査会を開催して認定業務を進めていくとい

うスタンスでございますが、将来にわたって

のということでしょうけれども、それについ

ては、国の方の関係者のお考えもあるでしょ

うし、私どもの方としては、審査制度、公健

法が続く限りは続けていく必要があるのかな

というふうに考えております。 

 

○藤川隆夫委員 わかりました。 

 メンバーの入れかえとか何かは、これは考

えられますか、途中で。今ある程度固定した

メンバーでずっとされていると思いますけれ

ども、途中で、いろんな病気だとか、いろん

なことでやっぱりやめざるを得なくなるよう

な状況が今後出てくると思いますので、その

場合のメンバーの入れかえというのは当然そ

れも視野の中に入れて考えているのか。 

 

○高山水俣病審査課長 そうですね、今のメ

ンバーは、審査会の委員の先生10名、専門委

員の先生９名ということで、ことしの３月に

委嘱をしたばかりでございまして、任期も２

年ということになっておりますが、そこの欠

けた場合というか、おやめになった場合とい

うことにつきましては、済みませんが、まだ

想定ということはいたしておりません。申し

わけございません。 

 

○藤川隆夫委員 わかりました。いいです。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 なければ、これで報告に対する質疑を終了

いたします。 

 次に、その他で何かありませんか。 

 

○早田順一委員 １点だけちょっとお聞きを

したいと思います。 

 ひとり親家庭等の応援事業でありますけれ

ども、このことは過去に山口先生が委員会の

中で何回か質問されているかと思います。こ

の事業というのは16億8,000万の事業費を使

って就労支援の対象者420名と、全国一の規

模ということで熊本県が手を挙げられてとら

れた予算だというふうに思っております。で

も、この事業も23年度までということで、残

すところあと半年ということになってきてい

ます。そういった中で、現時点での在宅就業

を基本に、雇用につながる見通しというのが

現在どれくらいあるのか、また、事業を進め

る中で何か課題があるのかが１点。 

 もう一つが、過去の議事録に、この420人

の募集に対して1,700人の応募があったとい

うことでございます。落ちられた方のフォロ

ーをこの事業とは別に予定しているという課

長の御答弁がありましたけれども、どのよう

な事業を展開されておられるのか。 

 ２点お尋ねします。 

 

○福島子ども家庭福祉課長 ひとり親家庭等

応援事業の御質問でございますが、１点目

の、まず在宅就業支援事業につきまして、現

状報告させていただきます。 

 この在宅就業支援事業につきましては、本

県420名のひとり親の皆様に職業の訓練をす

るということで始めております。全体420名

のうち、第１期を昨年の12月に半分開始して

おります。第２期をまた２カ月おくれという

ことで開始しております。今、第１期の方で

いきますと、今月含めて、あと２カ月という

ことでございます。１年間の訓練期間でござ

います。 

 そういうことで、いよいよ第１期の方が訓
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練の終了に近づいてきておりますので、今訓

練の方は非常に順調にいっておりまして、正

確に御説明しますと、大きく２コースあるん

ですけれども、Ａコースというのが、医療事

務等の研修とか、あるいはレセプトの点検等

の研修やってもらっております。Ｂコースの

方が、こちらはいろんな企業が集まっている

関係で、例えばホームページの作成とか、あ

るいはパソコンへの入力とか、あるいはテレ

フォンコミュニケーターとか、いろんな訓練

をやってもらっておりますが、訓練の方は順

調にいっております。 

 問題は、雇用につながるかということでご

ざいます。Ａコースの方は、レセプト点検と

いうことで、かなり県内、県外合わせまし

て、いろんな団体の方に営業活動をかけても

らっておりまして、かなりレセプト点検業務

の方の業務拡大を今頑張ってもらっておりま

す。Ｂコースの方も、あわせまして、今申し

上げました内容等の仕事ができるようにとい

うことで、業務の開拓に取り組んでもらって

おります。 

 詳細につきましては、まだ今後になります

けれども、いずれにしましても、あと２カ月

ということでございますので――実は今月に

一度両方からお話をきちっと聞いて、あと、

うちの方で推進委員会ということで、外部の

委員さんも入れて組織もつくっておりますの

で、そちらの方に説明してもらう形で現状報

告をしていただいております。 

 済みません、きょうのところは、今訓練は

うまくいっているということと、業務の拡大

に努めているということで御報告させていた

だきたいと思います。 

 それから、続きまして、1,700人の応募が

あったことに対するフォローでございます

が、まず１つに、先ほど申し上げました在宅

就業推進事業が１年をかけた研修ということ

でございまして、かなりきめ細かな内容にな

っておりますけれども、それに漏れた方につ

きましては、受講者の技能レベルに応じたい

ろんな講習ということで、パソコン研修を中

心といたしまして、初級、中級、上級といっ

た形で、別途キャリアアップの講習を今させ

てもらっております。これは県内４カ所で実

施をいたしておりますけれども、それぞれ今

実施をいたしております。 

 あわせまして、この在宅就業、就業推進と

は少し離れますが、このひとり親の皆様方の

いろんな支援という観点から、相談業務の充

実、あるいは心と体の健康づくり支援という

ことで、ひとり親の、特に児童扶養手当の受

給をされている方々に対しまして相談票を配

付しまして、いろんなお悩みを把握して、個

別に社会福祉士さん方を活用しまして、派遣

したりしながら、さまざまな相談に対応した

りしているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○早田順一委員 御説明ありがとうございま

す。 

 やっぱり在宅就業というのはなかなか難し

いと思うんですよね、訓練をして、その後の

雇用につなげるというのは。だから、ある意

味この事業というのは、蒲島知事のマニフェ

ストにもたしか書かれていたと思いますし、

肝いりの事業だと思うんですね、知事にとっ

ては。そのために、全国で一番の予算をとら

れて、ある意味全国からも注目をされている

私は事業だというふうに思っております。 

 今回で一応事業が終わるかもしれませんけ

れども、来年度以降の対応というのは何か考

えられているんですか。 

 

○福島子ども家庭福祉課長 まだ現在検討中

でございます。 

 

○早田順一委員 ひとり親の今の状況という

のは非常に厳しい状況があると思いますの

で、ぜひ継続をしていただいて、一貫性のあ
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る取り組みをぜひしていただきたいというふ

うに思いますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○西岡勝成委員 国民医療費、毎年１兆円ぐ

らいかな、ふえてきている中で、この前、Ｎ

ＨＫのテレビ見てたら、予防医学のことです

けれども、大阪のあるところで――人工透析

が、これはウナギ登りに、らせん状にという

か、物すごい勢いでふえている、透析をされ

ている方。それをとめて少なくしている自治

体があって、それは血液検査の、何というん

ですか、私も年に２回ぐらいするんですけれ

ども、クレアチンの数値から割り出して、そ

の数値がちょっと変化があったら、やっぱり

病気の予防を考えて食生活もいろいろせない

かぬと。そのことを、要するに自治体が住民

と一体となって取り組んで、透析を受けられ

る方、かなり減らしてきている実績があると

思うんですね。 

 やっぱりこういうことを、予防医学を今後

していかないと、もう高齢化は進み、医療費

はわんわんもうふえてくると思うんですよ

ね。その辺で、県内でそういう何か特別な予

防医学的なこと取り組んでおられるところが

あるのか、また、いいことなら、即数値わか

るわけですから、血液検査するとね。そうい

う流れの中で意識づけをしていくということ

も私は大事と思うんですけれども、その辺ち

ょっと医監にお聞きしたい。 

 

○岩谷医監 今、腎臓の障害で、検査で今そ

ういう把握ができるという状況になってきて

います。腎臓血流量というのをそれで把握す

るんですけれども、腎臓機能が落ちていった

場合に慢性腎不全というような状態になりま

す。それ、ＣＫＤというんですが、そのＣＫ

Ｄ対策を、私、健康づくり推進課にいたとき

に、そういった対策も一つの課題だったわけ

ですけれども、熊本市がそういったＣＫＤ対

策に特に取り組んでおりまして、この検診と

専門医療機関と連携をして、ＣＫＤの可能性

のある人に医療受診を勧めるというようなこ

との取り組みをやっておられました。熊本市

のその後の結果はちょっと私把握していない

んですが、そういった取り組みは、今行われ

ておるというようなことが１つございます。 

 もう一つは、腎臓透析の原因としては、最

近は、糖尿病の合併症として腎不全に進行し

ていきますので、糖尿病対策というのを進め

る必要があるだろうということで、今、健康

づくり推進課の方で、そういう県下全域にわ

たって糖尿病対策をもう少し進めていこうと

いうようなことで取り組んでいる状況がござ

います。 

 

○西岡勝成委員 こういう血液検査して、全

く我々素人だと、クレアチンというのがどう

いうものでというのはわからぬし、テレビを

見て初めて、あ、この数値はちょっと気をつ

けとかないかぬなというようなことも初めて

わかるんですけれども、こういう周知をやっ

ぱりもうちょっと県民に、そういうものがあ

る程度裏づけされるようなものであれば、そ

ういうものの周知を徹底して、やっぱり予防

医学をもうちょっと私は積極的に取り込んで

いかないと、もうこの医療費の対応ができな

いんじゃないかと思うんですね、これだけ高

齢化が進む流れの中で。ぜひその辺は、予防

医学という面からも県全体で取り組んでいた

だきたいと思います。これ、要望でいいで

す。 

 

○溝口幸治委員長 ほかに。 

 

○平野みどり委員 ２点お願いします。 

 まず、障害のある人もない人も共に生きる

熊本づくり条例ですけれども、先般、諸当事
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者団体の皆さんたちからも、解説書に関して

の要望が出たと思いますけれども、定義等、

できるだけ多くの皆さんたちがこの条例で対

象となるようにということで、９月に、難病

セミナーですか、難病者団体の方でそういっ

たセミナーがあっていましたけれども、その

中でも、あいさつの中ですごくそこら辺を強

調されておりました。どうしてもやはり身

体、知的、精神という既存の法律の中での障

害でない人たちが、大変厳しい状況に置かれ

ている中で、救われないというか、対応でき

ないという状況が、差別を受けてしまうとい

う状況があるので、その定義に関してはぜひ

広範に書き込めるようにお願いします。 

 それと、啓発、これはいろいろ新聞にも取

り上げられていますけれども、まだまだこの

条例について御存じない方たちもおられます

ので、啓発に関して有効な手だてをとってい

ただきたいというふうに思います。 

 まず、その点、よろしくお願いします。要

望ということでもいいですけれども。 

 

○溝口幸治委員長 １点目要望で、啓発は…

…。 

 

○平野みどり委員 よろしくお願いします

ね。 

 

○西岡障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 今後、県民の皆さんに、条例ができたこと

も含めまして、その内容も含めまして啓発を

行っていきますけれども、リーフレット等を

作成しまして、12月が障害者週間でございま

すので、その前ぐらいから本格的に啓発等を

図っていきたいと考えております。 

 関係団体、それから地域ごと、条例の説明

会という形でその周知を図っていきたいと考

えております。 

 

○平野みどり委員 最後に１点。きょうここ

で要望という形で出ていますけれども、被災

地からの災害廃棄物に関してです。これは、

一廃ということですから各自治体が判断され

るということで、９月の市町村の議会の中で

も、首長さんたちの判断といいますか、答弁

が出ておりました。 

 県としては、ぜひ、すべてを受け入れない

ということにはならないのかもしれませんけ

れども、まだ国の方でもこの基準が非常にあ

いまいだし、もっと厳しくすべきだというよ

うな声もあって、今後どうなっていくかわか

りませんけれども、国の動きなんかも見なが

ら、もう実態として入ってきそうなときの対

策、例えば民間業者から入ってきてしまうと

いうようなことも考えられますし、あと、不

法投棄というか、そういうふうな形で、いろ

んなこの震災に乗じて心ないビジネスも横行

していくような状況ですので、そういう中で

もう実態としてどんどん汚染が進んでいくと

いうようなことがないように、そこら辺の対

応、今後の対応というか、について、一廃は

市町村のことだからということだけでなく

て、県として、熊本県でどう対応していくか

ということをぜひ協議しておいていただきた

いなと。要望であり、そこら辺の対応につい

てちょっと伺いたいと思います。 

 

○加久廃棄物対策課長 廃棄物対策課でござ

います。 

 先ほど平野委員おっしゃいましたように、

災害廃棄物につきましては、一般廃棄物とい

うことで、市町村の方が、これは受け入れを

するかしないかということになるとは思いま

すけれども、先ほどの御懸念のようなことも

考えられないことはないと思います。 

 したがいまして、我々としても、既に廃棄

物協会でありますとか、そういうところにつ

きましては、県外から入ってくる場合はきち

んとやるようにというような指導もしており

 - 30 -



第３回 熊本県議会厚生常任委員会会議記録（平成23年10月４日) 

ますし、今のこの一廃に関しまして言うなら

ば、産業廃棄物で受け入れるということにな

れば、当然その際には我々の方に届けが出て

まいります。そういうのも含めまして、きち

んと我々の方で慎重に対応してまいりたいと

思っております。 

 以上です。 

 

○平野みどり委員 このお母さんたち、東京

の方から来られた方たちですけれども、この

要望書、とても丁寧に書いてあります。熊本

に該当しない部分ももちろんありますけれど

も、一般的な要望ではありますけれども、福

島のお母さんたちが、もう熊本や北海道のク

リーンな食べ物、空気、土壌を守ってほしい

ということを切に思っておられるという背景

もありますので、しっかりこの廃棄物に関し

て、いろいろしっかりと考えて対応していか

なければならないなというふうに思います。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○藤川隆夫委員 熊本県の食文化である馬刺

について、６月議会のときに寄生虫による食

中毒の話が出ていたかと思います。その後ま

た福岡県の方から発生事例も出ているようで

すけれども、今、熊本県におけるこの馬刺と

いう食文化を守るために、どのような対策を

考えているのか、教えていただければと思い

ます。 

 

○末廣健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 今委員御指摘ありましたように、６月議会

で、馬肉に寄生します住肉胞子虫による健康

被害について御報告させていただきました。 

 ６月17日に、厚生労働省の方から、今後は

食中毒として取り扱い、関係事業者に冷凍処

理を指導するようにという通知が出ておりま

す。それに基づきまして、本県の食肉生活衛

生同業組合に対しまして、総会の場に出向き

まして、この住肉胞子虫の内容や対策につい

て御説明をいたしました。その後、食肉を取

り扱われます多くの事業者が加盟されます食

品衛生協会主催の説明会に出向きまして、同

様の説明をいたしております。また、保健所

単位にも支部の講習会等でも説明をいたして

おります。また、九州ブロックで開催されま

した九州食肉連総会でも同様の活動をいたし

ております。 

 そういう中、現状としましては、住肉胞子

虫が検出され、他の病因物質が不検出で、病

状が一過性の嘔吐、下痢という疫学的な情報

が合致した場合には、馬肉を原因食品とし、

住肉胞子虫を病因物質とする食中毒と断定す

るという取り扱いになっておりまして、先ほ

ど御紹介がありましたように、本県で馬刺を

購入された観光客の方が福岡県に持ち帰って

家族と食べて発症したと、あるいは岡山県の

観光客の方も同様であったというような事例

が、食中毒の発生で食品衛生法違反で処分、

公表されたという事例が発生している状況に

ございます。 

 そのような中、住肉胞子虫によるその食中

毒につきましては、人の健康被害を引き起こ

すかどうかの定量的な遺伝子検査法を今国が

開発中でございまして、本県も積極的にその

開発に協力しているところでございます。そ

の検査法が確立されれば、生で提供できる馬

と冷凍が必要な馬とを峻別していけるように

なるんですが、そうなれば生での提供も可能

になるんですが、それまでの間は、すべて冷

凍処理を行うしか今のところ方法がございま

せん。 

 その中、できるだけ早期に冷凍処理を導入

するよう業界の方に指導しているところでご

ざいますが、消費者の要望もあって、生での

提供にこだわるという事業者の方もおられま

す。 
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 そのような中、県としましては、業界の自

主的な取り組みとしまして、みずから冷凍基

準を定めていただいて、それを遵守する事業

者に自分たちで認証シールを配布して張って

もらうと。この馬刺はきちっと冷凍基準を守

った安心な馬刺ですよという認証制度をみず

からつくっていただいて、安心、安全な熊本

馬刺、冷凍馬刺のブランド化を目指すという

取り組みを支援するという形で取り組みを進

めているところでございますが、先ほど言い

ましたように、まだなかなか業界が一本化さ

れないという状況にございます。 

 

○藤川隆夫委員 要は、協会の方に自主的に

冷凍してもらうことを今求めているという話

であるかと思いますけれども、自主的という

ようなふうに協会がとられていない部分もあ

りまして、どっちかというと強制的にという

ようなニュアンスが強いんじゃないかという

意見も、実は協会団体の方から聞いておりま

す。 

 なおかつ、この馬刺の食文化というのが、

もともと生で食べていた文化だろうと思いま

す。特にこの熊本においては、生で食べる方

が結構いらっしゃいます。その方たちは、逆

な意味でリスクを負ってでも食べようとされ

ると思います、これからも。それをやっぱり

全部冷凍にしろという話になると、また変な

話でしょうし、だから現状では、生で食べて

起こったときには食中毒ということになっ

て、結局提供したところが営業停止になると

いうような状況じゃないですか。その辺ちょ

っと問題あるのかなというふうにも思いま

す。逆に言うと、好きで食べて起こったわけ

だから、ある意味その人にも責任が私はある

だろうと思うし、それをこの規制の網をかけ

て縛っていくのもいかがなもんかなというふ

うに思います。 

 逆な意味で、この熊本県における馬刺文化

をどうやって守っていくかという意味におい

て、県の方でガイドラインみたいなのをつく

っていただいて、それで熊本県はやると。厚

労省は冷凍という形で指導はされるかもしれ

ないけれども、熊本県は別に、冷凍と生、両

方どっちでもいいですよ、ただ、生を食べる

ときはリスクがありますよぐらいな話で進め

てもらえれば、私はそれでいいのかなという

ふうに思います。 

 ただ、余りにもこの冷凍、冷凍と言うと、

解凍の技術の問題もあるでしょうし、いろん

な問題出てくると思いますので、やっぱり冷

凍を解凍したもの食べておいしくなかったん

じゃあ、やっぱり熊本の馬刺ではないという

ふうに思いますので、その解凍技術の問題も

あるかと思いますけれども、生で食べたい人

には生を提供するというスタンスをできれば

そのまま取り続けてほしいし、それに対して

県としてどういうふうなスタンスでやってい

くかということをできれば決めてほしいと思

います。 

 要は、国が言うからするんじゃなくて、県

でこの馬刺文化どう守るかということを考え

てほしいんです。そのためのガイドラインを

県でつくってほしいというのが私の要望で

す。 

 

○溝口幸治委員長 シカとかイノシシもそう

ですよね。生じゃないと食べないという人が

いらっしゃいますけれども、一緒に食べて

も、あたる人とあたらない人がやっぱり出た

りとかありますし、健康状態が悪いときにカ

キ食ってあたるという人もいらっしゃいます

ので、その辺は、いろいろな角度から慎重に

検討していただいて、きちっとガイドライン

みたいなものが示せるのかどうか、そこも検

討していただきたいというふうに思います。 

 あとたくさんあるなら休憩してお昼からや

ってもいいんですが、先生方。 

 

○岩下栄一委員 さっきの西岡委員の発言と
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関連しますけれども、国民医療費が36兆6,00

0億円ですかね、年々ウナギ登りという、こ

ういうことになっております。 

 そこで、平成10年ですか、国が健康増進法

という法律をつくりまして、その中で――こ

れはもう要望でいいです。その中で、受動喫

煙という、たばこはのまなくても、そばの人

がのんでいれば、のんでいるのと一緒だと、

こういうことですね、受動喫煙。いろんな取

り組みが今までなされてきて、かなり禁煙等

がふえてきました。たばこをのむ人には申し

わけないけれども、やっぱりこういう受動喫

煙の告知といいますか、徹底といいますか、

肺がんの原因にたばことかいうような、よく

言われるわけで、そういうことで世の中を禁

煙社会と。でも、やっぱりたばこも、さっき

のお話と一緒で、これはもう自己責任という

のはもちろんありますけれども、ただ、それ

が周りの人に迷惑をかけるという観点から、

やっぱりこの禁煙ゾーンを拡大していくと、

また世論に熟知させていくということは大事

だと思いますので、よろしく、これは要望で

いいです、お願い申し上げます。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、これで本日の

議題は終了いたしました。 

 最後に、陳情書等が６件提出されておりま

すので、お手元に写しを配付しております。 

 いよいよねんりんピックが近まってまいり

ました。準備に携わっている職員の皆さん方

は日夜大変だというふうに思いますが、最後

まで気を抜かずにしっかり準備をしていただ

いて、ぜひとも成功させていただきたいとい

うふうに思います。12月の議会では、よかっ

たという報告が聞けるように楽しみにしてお

ります。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

  午後０時13分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  厚生常任委員会委員長 
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